
( 9 )横浜国立大学“安心・安全の科学研究教育センター"との連携

林秀千人

横浜国立大学“安心・安全の科学研究教育センター"とは、平成 20年度に現代 GPが終わる

以前から、連携を深めることで協議を進めてきた。平成 21年 3月に、長崎大学工学部の香川教

授、吉武教授、高橋センター長、林教授が横浜国立大学の同センターを訪れ、協定の締結と具

体的な連携についての話し合いを行った。横浜国立大学のセンターからは、藤江センター長、

関根特任教授、小林准教授が出席をし、協定の案について、安全工学の教育についての具体的

な連携の可能性について話し合いを行った。

その後、話し合いを重ね 9月に長崎大学工学部と横浜国立大学“安心・安全の科学研究セン

ター"との協定を結んだ。協定では、教育研究の交流の促進、人材の交流、共同事業の提案な

どが上げられた。また、具体的な連携として、長崎大学工学部で、行っている安全工学セミナー

に平成 21年度は 2名の講師の派遣を、平成 22年度は4名の講師の派遣を依頼した。

また、林教授が横浜国立大学“安心・安全の科学研究教育センター"を訪れ、安全研究につ

いての実験室の見学さらに、教育のプログラム構成などの説明を受けた。また、横浜国立大学

の同センターが取り組んでいるリスクアセスメントに関する学協会資格の設立について説明を

受け、長崎大学における安全・安心教育の今後についての参考となった。さらに技術職員によ

る研究環境に関する交流などについても進めることとなった。
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思立大学法人長婿大学ヱ学部と欝立大学法人横浜援設立大学安心・安全の

科学研究教膏センターとの留における教育研究事業交流協定番

器立大学法人長構大学工学部〈以下f申jという。〉と盟立大学法人横浜題立大学安心・安全の科学研究教

育センタ…{以下f乙jという。)fま、相2まの教禽醗究毒事業鍵進のために、以下ぬ協定を締結する。

第 1条 申と乙iま、この協定の条壌に従い、実現可能な範囲内において、間組織艶の教費税究事業の

交流を促進する。

第2粂 申と乙iま、お瓦いが対応蒋能な範密内において、安'l.'様安全の科学iこ係わる以下の事項!こつい

て協力することに同意する。

(1 )共鍔研究・プロジェクトの議選

(2)学徳・技衛情報の淀換

(3)人材の交流

(4)その偉安心・安全の科学に鶴する研究開発、人材脅威等に関する活動

第3条 共問研究皿ブロジ:r.クトの隷題、得られた成果の活用の条件、人材紫流その弛の協力損保につ

いては、館別iこ協jJし、発壊させるものとする。

第4条 本協定的有効蟻間i乱締結の日から 1年関とする。ただし、期間溝了の3ヶ月前までに甲又は乙

のいずれかから文書により取擁等の意思表示がない場合i乱さらに1年隠自動的に獲護持するもの

とし、以後も問機とする。

第5条 ffl又iま乙が有効議開の途中において本協定の解除をま脅し出た場合i玄、患と乙iま協議を行うもの

とする。この場合、合意が成立しないときは、甲又はZfま、縄手方に対して文書撃で通知することに

より、 i議録した回から3ヶ舟をもって本協定を解除することができる。

第6条 本協鐙iこ定めのない事項又は疑畿のある事項については‘申とZの波方が協議の上で決定する。

第7条 線哀の協力関係がより一議発展することを期待して‘商組織の代表者がここに饗名する。本協

定警は、 2遇作成し、双方が1遜ずつ保管する。

平成21年9F.l168

;長永良穂
欝立大学法人長鯖大学
工学部長

清 水 康

係予ν 一々
〈乙)
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安心重安全の科学研索教育センタ一義
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